
 
学校教育計画（令和６年度～令和９年度） 
 

（１）  学校のミッション 
 共生社会の実現に向け、地域とともに、児童・生徒の自立と社会参加に向けて 
一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を行う。 

聴覚障害教育部門単独の県立特別支援学校として、幼児・児童・生徒の自立と

社会参加に向け、乳幼児期からの早期の相談・支援をはじめ、幼稚部、小学部中

学部、高等部まで一貫した教育を行うとともに、高等部では専門教育を主とする

学科、専攻科では、特色ある職業教育の充実に取り組む。 

 また、その専門性を生かし、全県にわたる聾学校や難聴学級、通級指導教室に

おける聴覚障害教育のネットワークの中心としての機能を充実させ、それぞれの

地域での自立と社会参加のための支援に取り組む。そして、神奈川県手話言語条

例の制定による県民のろう教育に関する関心の高まりを踏まえ、手話等の普及促

進を図る。 

 

 
（２） 学校教育目標 

○生命の尊さを知り、自己を大切にするとともに、他者を敬い協力し合う心を養

う。 

○人との関わりを大切にし、信頼に基づく幅広い人間関係を築く態度と心を養

う。 

○自立と社会参加に向け、社会の中で豊かに生きるために必要なコミュニケーシ

ョン能力を育む。 

○聴覚障害教育の専門性を生かした指導を行い、成長の時期に応じた基礎学力を

習得し、主体的で創造性豊かな社会生活を営むことのできる力を育む。 
○自立心と協調性を養い、勤労に意欲を持ち、自信を持って社会生活を営むこと
のできる力を育む。 

 

 
（３） 計画策定時点での課題 

〇幼児・児童・生徒の基礎学力とコミュニケーション能力をより高めていくため

には、実態に応じた系統的な指導を行う教員の指導力、専門性を向上させる必

要がある。カリキュラムマネジメントと研究・研修の充実により、教育のさら

なる充実を図っていく。 

〇関係機関との連携をさらに深め、「ともに生きる社会」の実現を目指して、早

期からの切れ目ない支援体制を構築して、センター的役割を推進していくこと

が必要である。また、校内の学部・学年を越えた交流や近隣の学校との交流を

通して、互いの良さを認め合い、自己肯定感・自己有用感を養う取組を展開し

ていく必要がある。 

〇進路指導については、ホームページや家庭通知、校内掲示等を通して、これま

でも学級担任や進路担当者から情報を発信し、個のニーズに応じた指導を行っ

てきている。今後は地域での協働を通して自分を見つめ、より自分らしく主体

的に進路選択できるように支援していく。 

〇機動的組織体制で課題解決にあたり、幼児・児童・生徒が安全で安心できる学

習環境を維持していくための意識の醸成をさらに進めていく。 



 

（４） ４年間の目標と主な方策 
 

 視点 ４年間の目標 目標達成に向けた主な方策 

１ 
教育課程 

学習指導 

〇幼稚部から高等部にかけた

系統立てた指導の実施によ

り、社会で豊かに生きてい

くための基礎学力とコミュ

ニケーション力を身につけ

る。 

 

〇一人ひとりの日本語の習得と

定着を検証するとともに、獲

得した言語を活用して自己の

意思を表出・受容するための

効果的な指導を進める。 

〇ICTの活用等、視覚的支援を

有効に活用し個々の資質・能

力を高める。 

２ 
(幼児・児童･) 

生徒指導・支援 

〇それぞれの実態を十分把握

し、ニーズに応じた指導・

支援を行うとともに、集団

活動を通して、協調性や思

いやりの心を養い、自己肯

定感を高める。 

〇幼児・児童・生徒の安全や健

康に関する情報共有を専門職

等関係職員とも十分に行う。 

〇教育活動全体を通して、社会

性や集団生活のスキルを身に

つけることができるよう指

導・支援を行う。 

３ 進路指導・支援 

〇幼児・児童・生徒・保護者

のニーズを受け止め、職業

観を育み、主体的な進路選

択ができるよう指導・支援

する。 

〇現場実習や卒業生から直接話

を聞く機会等、様々な体験を

重視した取組を進めていく。 

〇幼稚部から高等部までそれぞ

れの段階で必要な進路に関す

る情報を発信していく。 

４ 地域等との協働 

〇「ともに生きる社会」の実

現に向け、地域における支

援教育に関する専門性の向

上を図るとともに、地域と

の協働による活動を進め

る。 

 

〇切れ目ない支援体制を構築

し、支援教育関係者の情報交

換の場を設定する等、センタ

ー的役割を果たしていく。 

〇地域への情報発信を行い、地

域と連携した教育活動を展開

する。 

５ 
学校管理 

学校運営 

〇安全で安心できる指導・管

理体制の整備を進め、学校

の危機管理能力を高める。 

〇教員のワークライフバラン

スを推進するために、教員

の働き方改革を推進する。 

〇教職員の危機意識を高め、安

全対策と防災教育の充実を図

る。 

〇生徒と向き合う時間を確保す

るため、指導と校務組織が相

互に関連した機動的な対応が

図られる組織の構築を図る。 

 


